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平成２３年度 計画の実施状況 

 

    抜抜抜抜    粋粋粋粋    （検証後）（検証後）（検証後）（検証後）    
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１１１１    各各各各委員の検証結果集計で、「２名」の委員が異なる評価をつけた事項（８委員の検証結果集計で、「２名」の委員が異なる評価をつけた事項（８委員の検証結果集計で、「２名」の委員が異なる評価をつけた事項（８委員の検証結果集計で、「２名」の委員が異なる評価をつけた事項（８項目）項目）項目）項目）        

 
第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 

 

(１) 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

中期計画 年度計画 

イ 成果の社会への還元に関する具体的方策 

実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

Ⅳ 

 

出前授業の実施を評価する。 (ｱ)  医学、保健看護学及び助産

学の研究成果を、地域産業の

活性化、健康福祉、公衆衛生

活動に展開させるため、研究

成果、業績等の知的財産を公

開するとともに、本学教員に

よる各種の研修会での講演や

地域活動などを行う。 

ｂ 「開かれた大学」を目指し、本

学教員による出前授業の実施を推

進する。 

小・中・高校生等を対象

に、本学教員による出前授

業を１６回実施した。 

Ⅲ Ⅲ 

Ⅱ 出前授業件数の減少が問題で

ある。テーマの再検討も必要

である。 

 
第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

３ 附属病院に関する目標を達成するための措置 

 

 

(３) 地域医療への貢献と医療の実践を達成するための具体的方策 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

Ⅳ 

 

ドクターヘリの活用を評価す

る。 

ウ－１ ドクターヘリの運航継続と

救命救急センターの機能強化

により、県内の救急医療の地

域間格差の是正に寄与する。 

(ｱ) ドクターヘリの活用により、県内

の救急病院等と更なる連携の強化

を図る。 

救急患者の広域搬送と早

期治療の開始のため、ドク

ターヘリを活用し、３７４

名の患者を迅速に医療機関

へ搬送した。 

Ⅳ Ⅲ 

Ⅳ ドクターヘリの活用と地域医 

療への貢献を高く評価する。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

３ 附属病院に関する目標を達成するための措置 

 

 

(５) 病院運営に関する具体的方策 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

Ⅳ 

 

７対１看護体制の導入を高く

評価する。 

イ－３ 診療科別や部門別の診療

実績や収支等を勘案した職

員の再配置を行い、効率

的・機能的な病院組織への

再編整備を実施する。 

本県の急性期医療の中核を

担うため、７：１看護体制の

早期実現と安定的な運営をは

じめとする病院組織の充実に

取り組む。 

７対１看護体制の実施について、

２３年４月に申請し、６月に認可さ

れた。               

<総務課> 

７対１看護体制を実施していくう

えで、新人看護職員臨床研修制度、

継続教育の充実を図り、人材育成の

ための体制整備を行った。 

看護職員数：７１４人 

（２２年度 ６９６人） 

外部研修受講者数：７３人 

（２２年度 ８５人） 

院内研修受講者述べ数： 

２,４８９人 ５８研修 

（２２年度 ２９１０人 ７７研修）        

<看護部> 

Ⅳ Ⅲ 

Ⅳ 看護師が少ない状況で、７対

１看護体制を認可されたこ

と、および質を維持しようと

していることは評価できる。

チーム医療推進のため、業務

整理などにも着手してほし

い。 

Ⅳ 

 

病床稼働率の大幅な改善を高

く評価する。 

イ－５ 健全な病院経営を推進す

るため、前年度の実績を踏

まえ、病床の利用状況や患

者の在院日数等を検証し、

効果的な運用を図るととも

に、医療技術の進歩及び医

療制度改革に応じた医業収

入を確保するよう努める。 

(ｴ) 新病院の完成により、病

床稼働率７０％を確保し、

効果的な病床運用を図る。          

<紀北分院> 

病棟看護師長の判断でベッドコン

トロールを行うこととした。 

平均在院日数：１４.７日 

（２２年度 １４.４日） 

病床稼働率：７５.１％ 

（２２年度 ５０.５％） 

Ⅳ Ⅲ 

Ⅳ 病床稼働率としてはまだ低い

が、２２年度からの大幅アッ

プは評価できる。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

４ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 

 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

Ⅳ 

 

ドクターヘリの活用を評価す 

る。 

(１ )－

２ 

ドクターヘリの運航継続

と救命救急センターの機能

強化により、県内の救急医

療の地域間格差の是正に寄

与する。（再掲） 

ア ドクターヘリの活用によ

り、県内の救急病院等と更な

る連携の強化を図る。（再掲） 

救急患者の広域搬送と早期治療

の開始のため、ドクターヘリを活

用し、３７４名の患者を迅速に医

療機関へ搬送した。 

（P.１ ｳ-１ (ｱ) 再掲） 

Ⅳ Ⅲ 

 

Ⅳ ドクターヘリの活用と地域医

療への貢献を高く評価する。 

Ⅳ 

 

出前授業の実施を評価する。 (４ )－

２ 

県内の小・中・高等学校

等との連携を推進し、教育

活動や健康増進のための保

健活動等を行う。 

「開かれた大学」を目指し、

本学教員による出前授業の実施

を推進する。（再掲） 

小・中・高校生等を対象に、本

学教員による出前授業を１６回実

施した。 

（P.１ ｲ (ｱ) b 再掲） 

Ⅲ Ⅲ 

 

Ⅱ 出前授業件数の減少が問題で

ある。テーマの再検討も必要

である。 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 

 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

Ⅳ 病床稼働率の大幅な改善を高

く評価する。 

(５) 健全な病院経営を推進す

るため、前年度の実績を踏

まえ、病床の利用状況や患

者の在院日数等を検証し、

効果的な運用を図るととも

に、医療技術の進歩及び医

療制度改革に応じた医業収

入を確保するよう努める。                 

（再掲） 

イ 新病院の完成により、病床

稼働率７０％を確保し、効果

的な病床運用を図る。（再掲）      

<紀北分院> 

病棟看護師長の判断でベッドコ

ントロールを行うこととした。 

平均在院日数：１４.７日 

（２２年度 １４.４日） 

病床稼働率：７５.１％ 

（２２年度 ５０.５％） 

（P.２ ｲ-５ (ｴ) 再掲） 

Ⅳ 

 

Ⅲ 

Ⅳ 病床稼働率としてはまだ低い

が、２２年度からの大幅アッ

プは評価できる。 

    

    
第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置 

３ 基本的人権の尊重に関する目標を達成するための措置 

 

 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

Ⅳ 医療相談件数の大幅な増加を

高く評価する。 

(３) 来院者、入院患者の人権

相談等に対応できる窓口を

設置する。 

イ 新病院では、プライバシー

に配慮した医事相談室を設置

し、随時相談を受け付ける。

また、病院ホールに意見箱を

設置し、意見を聴取して病院

改善に活かす。             

<紀北分院> 

患者や家族からの医療相談に対

応をし、投書については、病院改

善の参考とした。 

相談件数：２５３件 

（２２年度 ４５件） 

意見箱への投書：１８件 

（２２年度 １５件） 

Ⅲ 

 

Ⅲ 

Ⅱ 患者の人権相談についての実

施状況の記載がない。 
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２２２２    各委員の検証結果集計で、「各委員の検証結果集計で、「各委員の検証結果集計で、「各委員の検証結果集計で、「１１１１名」の委員が異なる評価をつけた事項名」の委員が異なる評価をつけた事項名」の委員が異なる評価をつけた事項名」の委員が異なる評価をつけた事項（（（（４０４０４０４０項目）項目）項目）項目）    
 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

 

 

(１) 教育を達成するための措置 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

ア 学部教育      

(ｲ)－２  新卒者の医師国家試験合

格率９５％以上、看護師国

家試験合格率１００％、保

健師国家試験合格率９５％

以上を目指す。 

ａ 医師国家試験形式に準じた

卒業試験を実施するととも

に、４年次の進級判定のなお

一層の厳格化及び臨床医学修

学の徹底などを図り、引き続

き医師国家試験合格率の向上

を目指す。  <医学部> 

国家試験形式に準じた卒業試験

の実施、試験内容の精度検定によ

る不適切問題の排除、ディプロマ

ポリシーに準拠した卒業判定基準

の改定と経年的な卒業時成績の解

析を踏まえたより厳正な判定など

を行った。 

合格率：新卒者９６.４％ 

（２２年度 ９１.７％） 

全体９６.９％ 全国９位 

Ⅳ Ⅳ Ⅲ ３年ぶりに目標値に達したも

のであり、「年度計画を上回っ

て実施施している」とはいえ 

ない。 

(ｳ)－３  価値観、目的、感性など

の違いを相互に理解させ、

学ばせるために、学部や学

年の異なる学生が同じ場で

協調して学ぶ機会を設定す

ることにより、医療に携わ

る専門職がお互いの立場を

尊重し、チームワークのと

れる健全な人材を育成す

る。 

ｂ 臨床実習の期間を延長し、

院外病院を含めクリニカル・

クラークシップが可能となる

カリキュラムとする。 

 <医学部> 

臨床実習を４４週から５０週に

延長したことに伴い、学外実習を

含めた選択実習を８週とした。院

外実習の受け入れについて１６病

院８０診療科に依頼し、地域病院

等において３～４週間の実習がで

きるよう関係機関と調整した。 

学外実習参加者数：２０名 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 学外実習の増加を評価する。 
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中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

(ｴ)－１  学生の社会活動、地域医

療への参加を推進し、地域

との交流、医療への学生の

関心を高める。 

 

 平成１８年度入学生から導入

した新カリキュラムに基づき、

臨床実習中に地域の病院で研修

を実施する。         

<医学部> 

臨床実習が５０週に延長された

ことに伴い、地域病院等（１６病

院８０診療科）での実習が可能と

なり、各病院での研修を３～４週

間に延長した。また、障害者福祉

施設の実習先を４施設から６施設

とした。地域での実習の機会が増

えたことから、臨床参加型実習や

チーム医療が体験できるととも

に、地域医療への動機付けを行う

ことができた。 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 地域病院での研修増加を評価

する。 

(ｴ)－２  国際的視野を持った人材

を育成するため、海外交流

を推進し、学生の異文化理

解と必要な語学力の向上を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 海外の大学等へ学生を派遣

するとともに、派遣する学生

の語学力の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

海外の大学へ学生を派遣すると

ともに、派遣する学生の語学力の

向上を図るため英語の授業を実施

した。 

派遣状況：山東大学７名、ハワイ

大学１名、カリフォルニア大学４

名、ハーバード大学３名（２２年

度 ４校９名）授業回数：２１回 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派遣学生数の大幅な増加を評

価する。 
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中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

ウ 専攻科教育 
     

(ｱ) 助産に関する高度で専門

的かつ総合的な能力を身に

つけた人材を育成する。 

新卒者の助産師国家試験合格

率１００％を目指す。 

２４年２月に行われた助産師国

家試験の合格率は、９０％であっ

た。 

Ⅱ Ⅱ Ⅲ 合格率の上昇についてはさら

なる改善を目指してほしい

が、１００％にはいかなくて

も、９０％で抑えており、ま

ずまずの達成と判断する。 

 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

 

(２)教育内容等に関する目標を達成するための措置 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

ア 学部教育 

(ｲ) 教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策 
    

 

ｂ－１ プライマリケアや、総合診療

教育を充実させ、本学に特色

ある診療科、診療単位（救急

集中治療部、血液浄化センタ

ー、リハビリテーション部、

緩和ケア部など）、紀北分院

の特徴を活かし、学部教育、

臨床実習を卒後臨床研修に有

機的に結合させたカリキュラ

ムを編成する。 

臨床実習の期間を延長し、院外病

院を含めクリニカル・クラークシッ

プが可能となるカリキュラムとす

る。（再掲）      <医学部> 

臨床実習を４４週から５

０週に延長したことに伴

い、学外実習を含めた選択

実習を８週とした。院外実

習の受け入れについて１６

病院８０診療科に依頼し、

地域病院等において３～４

週間の実習ができるよう関

係機関と調整した。 

学外実習参加者数：２０名 

（P.５ (ｳ)-3ｂ再掲） 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 学外実習の増加を評価する。 
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中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

ｂ－２  地域医療に貢献できる医療

人を育成するため、学外の臨

床教授のもとで臨床実習を行

い、クリニカル・クラークシ

ップ型の臨床教育を充実させ

る。 

平成１８年度入学生から導入した

新カリキュラムに基づき、臨床実習

中に地域の病院で研修を実施する。

（再掲）        <医学部> 

臨床実習が５０週に延長

されたことに伴い、地域病

院等（１６病院８０診療科）

での実習が可能となり、各

病院での研修を３～４週間

に延長した。また、障害者

福祉施設の実習先を４施設

から６施設とした。地域で

の実習の機会が増えたこと

から、臨床参加型実習やチ

ーム医療が体験できるとと

もに、地域医療への動機付

けを行うことができた。 

（P.６ (ｴ)-１ 再掲） 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 地域病院での研修増加を評価

する。 

 

ア 学部教育 

(ｳ) 教育方法に関する具体的方策 

     

ｂ－１  問題設定解決型学習を推進

し、自主的学習能力を高める。 

(b) 地域の医療の課題を通して、医療

従事者への理解を深めるため、少

人数での演習や実習を実施する。    

<保健看護学部> 

医療従事者への理解を深

める機会として、３年次生

を対象に、小人数のグルー

プに分け、地域医療を支え

る和歌山県内の病院におい

て特別実習を行った。 

 

 

 

 

 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 院外実習の実施を評価する。 
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中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

ア 学部教育 

(ｵ) 卒後教育との連携に関する具体的方策 

     

ｂ  保健看護学部と附属病院看

護部との連携を図り、附属病

院における卒前・卒後教育を

充実させる。 

(b) 学生の実習について、臨地実習委

員会、実習連絡会を継続して保健看

護学部と附属病院看護部の連携を

図る。また、看護師の卒後教育のシ

ステムを検討する。        

<保健看護学部> 

２年次生の基礎看護実習

Ⅱに先立ち、７月に保健看

護学部と附属病院看護部と

の実習連絡会を開催し、実

習目的、実習目標、実習方

法等についての意見交換を

行った。また、３年次領域

実習に先立ち、９月に実施

した実習説明会において、

保健看護学部の実習評価に

ついて説明し、附属病院看

護部と意見交換を行った。 

<保健看護学部> 

各実習の実施にあたり、

実習前の説明会、各論実習

終了後の連絡会を開催し

た。また、９月に保健看護

学部と附属病院看護部にお

いて学生指導に対する意見

交換会を開催した。 

 

意見交換会 

参加人数：３０人 

       <看護部> 

 

 

 

Ⅲ Ⅲ Ⅱ 実習連絡会等はどこでも行っ

ている。連携ばかりでなく、

お互いの課題を見出し、その

課題を達成するような方法を

見出すべき。システムの検討

まで至っていないのではない

か。 
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中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

イ 大学院教育 

(ｲ) 教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策 

     

ａ－１  医学・医療に直結した課題

に取り組み、研究経験と専門

知識・技術を学ばせるカリキ

ュラムを編成する。 

(b) 保健・医療に直結した課題に取

り組み、研究経験と専門知識、技術を

学ばせるカリキュラムを実施する。 

<保健看護学研究科> 

保健、医療、福祉に直結

した課題に取り組めるよ

う、学外からも講師を招い

て講義を実施し、専門知

識・技術を学ばせる機会と

した。 

 

 

Ⅲ Ⅲ Ⅱ リーダーとなる者を育成する

ためには専門知識・技術だけ

でなく、リーダー教育を行う

ことが望ましい。また、リー

ダー教育をする際には、どの

立場を目指す人を対象にする

のか(師長か地域か研究者か)

を明確にしてほしい。 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

 

 

(４)学生への支援に関する目標を達成するための措置 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

ウ 留学生支援体制に関する具体的方策      

(ｳ) 海外の大学等との学術交流

を推進するとともに、諸外国

の大学等との交流協定を締結

する 。 

ａ 海外の大学等へ学生を派遣する

とともに、派遣する学生の語学力

の向上を図る。（再掲） 

海外の大学へ学生を派遣

するとともに、派遣する学

生の語学力の向上を図るた

め英語の授業を実施した。 

派遣状況：山東大学７名、

ハワイ大学１名、 

カリフォルニア大学４名、 

ハーバード大学３名 

（２２年度 ４校９名） 

授業回数：２１回 

（P.６(ｴ)-２ b 再掲） 

 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 派遣学生の大幅な増加を評価

する。 

 

  ｃ 海外の大学との新たな交流協定

の締結を行うなど、交流を推進す

る。 

新たに、ハワイ大学へ医

学部生１名を派遣した。 

<医学部> 

９月にカナダビクトリア

大学から講師を招き、新た

な交流推進を行った。         

<保健看護学部> 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 新たな交流協定を高く評価す

る。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 

 

(１) 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

ア 目指すべき研究の方向と研究水準に関する具体的方策     
 

(ｱ)－１ 和歌山県で重点的に

取り組まなければなら

ない疾病構造の改善、診

療活動の改善、疾病の予

防につながる研究を行

う。 

ｂ 附属病院におけるがん

の診療体制を充実し、診

療活動の改善につなげ

る。 

・がん診療連携協議会 

緩和ケア研修会をはじめとする各種研

修会・講演会を開催した。また、２２年に

作成した５大がんの地域連携パスの本格

運用が始まった。これにより当院のみなら

ず本県全体のがん診療の充実に資するこ

とができた。 

緩和ケア研修会受講者数（修了者）： 

８回 ９２名（２２年度:７回 １０８名） 

研修会・講演会参加者数：３回:２００名         

（２２年度:４回:３００名） 

地域連携パス（大腸、胃、肝臓、肺、乳）：

９１件 

・院内がん登録 登録件数：２３年度 

（２２年罹患データ）２,２２９件 

（２２年度（２１年罹患データ） 

２,０３８件） 

・がん相談支援センター 

相談件数：２,４４０ 

（２２年度:２,３８５件） 

 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ がん診療連携の実施を評価す

る。 



 13 

 
中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 

法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

(ｱ)－２ 疾病の原因、診断、予

防について医学及び保

健看護学の研究を行い、

診療活動の場において、

医療及び保健看護の質

の向上に貢献する。 

英文原著論文の発表を推

進する。 

引き続き英文原著論文の発表に努めた。 

 

 

 

 

Ⅲ 

 

Ⅲ 

 

Ⅱ 

 

英文原著論文発表の推進に対

する評価は，英文原著論文の

発表数やその質で評価すべき

である。 

 

(ｲ)－１ 創薬、診断及び治療方法

などについての臨床研

究、先端医療の研究を行

う。 

ａ 臨床研究管理センター

及び治験管理室において

臨床研究を推進する。 

２３年８月より職員（臨時職員）を１名

増員し、スタッフ７名（うち治験コーディ

ネーター５名）体制で、被験者（患者）の

権利擁護及び安全確保を徹底しながら治

験業務を実施した。 

新規治験件数：２３件（２２年度１６件） 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 治験件数の増加を評価する。 

(ｲ)－３  基礎的研究を重視し、

これを推進する。 

基礎医学部門に２つの研

究部を新設する。 

２３年７月に遺伝子制御学研究部を開

設した。さらに１つの研究部新設に向け

て、協議を行った。 

 

 

 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 基礎的研究を重視する姿勢を

評価する。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 

 

(２) 研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

イ 成果の社会への還元に関する具体的方策     
 

(ｲ) 寄附講座、受託研究、企

業との共同研究を拡大

する。 

寄附講座、受託研究、企

業との共同研究を拡大す

る。 

寄附講座「運動機能障害研究開発講座」

を新規開設した。受託研究、共同研究も昨

年度よりやや増加した。 

寄附講座：８講座１研究所 

（22年度８講座１研究所） 

受託研究：43件（22年度：33件） 

共同研究：15件（22年度 10件） 

（継続分含む） 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 受託研究・共同研究数の増加

を評価する。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 

 

(２) 研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

エ 研究資金の獲得及び配分に関する具体的方策     
 

(ｵ)  外部資金による新規

の研究分野を検討する。 

外部資金により、新規の

研究分野を拡大する。 

新規に受託研究及び共同研究を行い、研

究の活性化及び外部資金の導入を推進し

た。 

受託研究：４３件（２２年度 ３３件） 

共同研究：１５件（２２年度 １０件） 

（継続分含む） 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 受託研究・共同研究数の増加

を評価する。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

３ 附属病院に関する目標を達成するための措置 

 

 

(１) 教育及び研修機能を充実するための具体的方策 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

ア－１ 本学の特色ある診療

科・診療単位、中央部門

等の特徴を活かした臨

床教育の場を提供する。 

(ｲ) 保健看護学部と看護部

との連携をより一層強化

し卒前・卒後の一貫教育

を推進する。      

<保健看護学部> 

２年次生の基礎看護実習Ⅱに先立ち、７

月に保健看護学部と附属病院看護部との

実習連絡会を開催し、実習目的、実習目標、

実習方法等についての意見交換を行った。

また、３年次領域実習に先立ち、９月に実

施した実習説明会において、保健看護学部

の実習評価について説明し、附属病院看護

部と意見交換を行った。  

<保健看護学部> 

２年次の基礎看護実習に先立ち、実習連

絡会で実習目的、実習目標、実習方法など

について説明を受けた。また、３年次の領

域実習に先立ち、実習説明会で説明を受

け、領域実習終了後に実習評価と次年度の

課題について話し合った。                 

<看護部> 

Ⅲ Ⅲ Ⅱ 連携についてはどの施設も悩

んでいる。新しい連携モデル

を構築し、全国に提示できる

レベルを目指してほしいの

で、あえてⅡにする。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

３ 附属病院に関する目標を達成するための措置 

 

 

(１) 教育及び研修機能を充実するための具体的方策 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

イ－２ 卒後臨床研修センタ

ーを中心として、臨床研

修協力病院との連携を

深めた研修システムを

充実する。 

 

協力病院の特色ある診療

科において臨床研修を実施

する。 

２５の協力病院等で、延べ１４９名が臨

床研修を実施した。 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 院外研修の実施を評価する。 

イ－３ 臨床の実践能力向上

を図るため、看護師の卒

後研修体制を確立する。 

クリニカルラダーと人事

管理システムとの一元化を

行う。 

２２年度に引き続き、クリニカルラダー

システムの制度の透明性を図った。 

認定者：１４７名（申請者：１５９名 認

定率９２.４％） 

２４年度からはnurse NAVIシステムで

管理する予定である。 

 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 透明性は大変重要である。次

年度へ向けては、専門看護師

や認定看護師の増員を図るこ

と、多様な能力を育成できる

システムの構築を期待する。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

３ 附属病院に関する目標を達成するための措置 

 

 

(２) 研究を推進するための具体的方策 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

ア －

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県で重点的に取り組まなけ

ればならない疾病構造の改善、診

療活動の改善、疾病の予防につな

がる研究を行う。  

（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 附属病院におけるがんの

診療体制を充実し、診療活

動の改善につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・がん診療連携協議会 

緩和ケア研修会をはじめと

する各種研修会・講演会を開

催した。また、２２年に作成

した５大がんの地域連携パス

の本格運用が始まった。これ

により当院のみならず本県全

体のがん診療の充実に資する

ことができた。 

緩和ケア研修会受講者数（修

了者）８回:９２名            

（２２年度:７回:１０８名） 

研修会・講演会参加者数：３

回:２００名         

（２２年度:４回:３００名） 

地域連携パス（大腸、胃、肝

臓、肺、乳）：９１件 

・院内がん登録 

登録件数：２３年度 

（２２年罹患データ） 

２,２２９件 

 

 

Ⅲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がん診療連携の実施を評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

ア －

２ 

疾病の原因、診断、予防につい

て医学及び保健看護学の研究を行 

い、診療活動の場において、医療 

及び保健看護の質の向上に貢献す

る。           （再掲） 

英文原著論文の発表を推進 

する。（再掲） 

引き続き英文原著論文の発

表に努めた。 

（P.１３(ｱ)-２ 再掲） 

Ⅲ Ⅲ 

 

Ⅱ 

 

英文原著論文発表の推進に対

する評価は、英文原著論文の

発表数やその質で評価すべき

である。 

 

ア －

３ 

創薬、診断及び治療方法などに

ついての臨床研究、先端医療の研

究を行う。     （再掲） 

(ｱ) 臨床研究管理センター及

び治験管理室において臨

床研究を推進する。（再掲） 

２３年８月よりアルバイト

職員を１名増員し、スタッフ

７名（うち治験コーディネー

ター５名）で、被験者（患者）

の権利擁護及び安全確保を徹

底しながら治験業務を実施し

た。 

新規治験件数：２３件（２２

年度１６件） 

（P.１３ (ｲ)-１ a 再掲） 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 治験件数の増加を評価する。 

ウ 医療の実践を通じた患者本位の

安心できる医療の実現のため、医

療現場の課題を抽出し、その解決

方法やチーム医療のあり方等を検

討し、安全かつ最適な管理体制の

確立を目指す。 

患者本位の安心できる医

療の実現のため、医療現場の

課題を抽出し、解決するシス

テムの確立に向けた検討を

行う。 

病院で発生するインシデン

ト・アクシデント事例の原因

を分析し、対策を講じること

で患者の安全確保を図った。 

インシデント総数：３,６７

１件、月３０５.９件 

（２２年度 ３,４５８件、月

２８８.１件） 

２０年度に MET コール要

請基準を設け、急変時の対応

に取り組んできた。２３年度

より更なる充実を図るため、

名刺判の MET コール要請基

準表を職員に配付し常時携帯

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 安全確保のための管理体制確

立に向けての努力を評価す

る。 
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し、周知度を高めることとし

たことで、METコールの要請

件数が増加し、安全確保のた

めの管理体制の確立を図るこ

とができた。 

METコール：１８件（２２

年度 ４件） 

ドクターホワイトコール：５

件（２２年度:９件） 

 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

３ 附属病院に関する目標を達成するための措置 

 

 

(３) 地域医療への貢献と医療の実践を達成するための具体的方策 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

ｲ－５ 栄養管理はもとより、患者の

病態に応じた質の高い病院給食

を提供する。 

(ｳ) 栄養サポートチーム（ＮＳ

Ｔ）の活動を推進し、症例

数の増加を図るとともに、

院内勉強会を実施する。 

NST の活動をより活発に

するため、実績のある済生会

小樽病院長の谷川副院長を講

師に招き、院内勉強会を開催

した。 

NST 延べ人数：３１４名

（２２年度 ２２８名） 

依頼患者数：６２名 

（２２年度:４５名） 

院内勉強会参加者数： 

３７０名 

（２２年度:３１４名） 

 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ これらの成果を院内に示し、

透明性を図ることも大切であ

る。 
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院内勉強会開催数：１２回 

（２２年度:１１回） 

<附属病院> 

各部署と連携を図り、低栄

養患者に対する栄養サポート

を積極的に行った。 

カンファレンス・ラウンド回

数：４３回 

（２２年度:４２回） 

症例数：１０７例 

（２２年度:７８例） 

カンファレンス・ラウンド症

例数（延べ）：４２２例（２２

年度２９０例） 

院内勉強会参加者数： 

３４名（２２年度８４名） 

院内勉強会開催数：２回 

（２２年度 ３回） 

<紀北分院> 

イ－６ 

 

平成１８年度に地域連携室を

設置し、地域の医療機関との連

携を推進するとともに相談員を

配置し「患者相談窓口」機能の

充実を図る。 

(ｲ) 看護相談室において、専門

分野で活動している専門看

護師、糖尿病療養指導士に

よる相談を実施する。なお、

保健看護学部教員による看

護相談も継続して実施す

る。 

がん看護専門看護師、精神

科認定看護師などが相談室に

おいて相談業務を実施した。

糖尿病療養指導士は外来で相

談業務を実施した。 

談室利用者数： 

メンタルヘルス９１人 

（２２年度 １０４人） 

がん療養：３９５人 

（２２年度 ２７５人） 

 

 

 

Ⅲ 

 

Ⅲ Ⅳ 産学協同はとても良い。さら

に拡大し、教員が行った成果

についても学会等で発表して

ほしい。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

３ 附属病院に関する目標を達成するための措置 

 

 

(４)医療安全体制の充実に関する具体的方策 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

イ リスクマネージャー会議

の推進を図るとともに、院

内巡回指導を実施し、各所

属のリスクマネージャーの

活動を強化する。 

(ｱ)b リスクマネージャーを病院長指

名とし、組織としての役割を明確に

する。特に、医師リスクマネージャ

ー活動を強化するための教育、研修

を充実させる。       

 <附属病院> 

各所属のリスクマネージ

ャー５９名について病院長

指名をした。 

医療マネジメント学会 

（６月 京都） 

参加者：看護師長 １名 

医療の質・安全学会 

（１１月 東京） 

加者：薬剤部 RM １名、

輸血部 RM １名 

医療安全管理対策研修会 

（全国自治体病院協議会和

歌山県支部） 

（１１月 和歌山） 

参加者：医師 RM １名、

薬剤部 RM １名 

和歌山で開催された研修会

への参加を促し、研修の場

を得ることができた。 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ リスクマネージャーを病院長

指名としている点が評価でき

る。リスクマネジメントを病

院全体に浸透させ、さらに発

展させてほしい。 

エ 医療安全への取組及び医

療事故等の状況（経緯や改

善策等）についての情報を

積極的に公表する。 

(ｲ) 全職員を対象とした医療 

安全意識の向上と知識の習 

得、年２回研修義務化を補足 

するために導入した e-learning シ 

ステムの更なる内容の充実と研修 

受講率の向上を図る。 <附属病院> 

全職員が概ね年２回以上

の研修を受講した。 

医療安全推進研修会 １

１回 

参加者延べ数：３,３２９

名 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 職員全員が医療安全について

学ぶことが大切なので、

E-learningを導入し受講しや

すい環境を整えていることは

評価できる。 
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医療安全セミナー ３回 

参加者延べ数：３０４名 

スキルアップ講習会 

エコーガイド下CVC穿刺

講習会 １回 

参加者数：１６名 

スキルスラボレクチャー

シリーズ ５回 

参加者数：３８名 

e-learning受講 

１回目（６月～７月）  

受講者数：３３２名  

２回目（１０月～１月）  

受講者数：４１１名 

３回目（１月～３月） 

受講者数：２２８名 

２３年１０月より各部署

の協力を得て独自のコン

テンツを作成し、開講し

た。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

３ 附属病院に関する目標を達成するための措置 

 

 

(５) 病院運営に関する具体的方策 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

ア－１ 診療科、中央診療部門、

看護部門及び事務組織の再

編成を行い、診療機能・診

療支援機能を点検し、充実

を図る。 

(ｱ) 診断書作成支援ソフトの導入、支

援体制を整備し、医師の負担軽減と

作成の迅速化を図る。 

５名の診断書クラークを

配置し、基本情報等の入力

を行うとともに、医師との

診断書の受け渡しや管理等

を行った。その結果、診断

書の受付から発行まで日数

を短縮することができた。 

診断書の受付から発行ま

で日数：７.２日 

（２２年度 ７.９日） 

 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 診断書発行までの更なる時間

短縮を評価する。 

ア－３ 地域社会との交流を図る

ため、ボランティアの受入

れを積極的に拡充する。 

(ｱ) 附属病院本院では、外来、病棟に

おいてボランティアの受入れ及びス

キルアップを積極的に行い、ボラン

ティアの業務の拡充を図る。 

一般、医学部生、保健看

護学部生からボランティア

を随時受け入れている。 

新規受入数：１４名 

 

また、マスコミとの連携

のもと、ボランティア活動

の広報・啓発に努めた。 

 

 

 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 学生の受け入れは高く評価で

きる。可能ならば、授業の一

環として、点数化をしてほし

い。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

３ 附属病院に関する目標を達成するための措置 

 

 

(５) 病院運営に関する具体的方策 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

イ－５ 健全な病院経営を推進す

るため、前年度の実績を踏

まえ、病床の利用状況や患

者の在院日数等を検証し、

効果的な運用を図るととも

に、医療技術の進歩及び医

療制度改革に応じた医業収

入を確保するよう努める。 

(ｱ) 病床管理センターの適正な運営、

病・病診連携の推進等により、病床稼

働率の向上（対前年度比１ポイント以

上）及び平均在院日数の短縮を目指

す。 

          <附属病院> 

病床利用率は前年度を下

回ったが、平均在院日数は

短縮された。２３年６月か

らの７対１看護体制導入に

伴う入院基本料等の増加に

より入院単価は大幅に上昇

しており、入院収入は前年

度を上回った。 

病床利用率：８０.６％ 

（２２年度:８２.５％） 

平均在院日数：１５.７日

（２２年度:１６.２日） 

入院収入：１６,１１９百万

円 

（２２年度:１５,４１６百

万円） 

転院調整や退院調整をス

ムーズに行うため、主な後

方病院である医療機関の訪

問や連携登録医制度の発足

により、病病診連携の推進

を図った。 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ ７対１看護体制を導入したに

も関わらず増収があったこと

は評価できる。地域との連携

についてさらに推進していっ

てほしい。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

４ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 

 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

(１ )－

１ 

平成１８年度中に全学的

な地域医療支援組織を構築

し、地域の医療機関の連携、

協力体制を支援する。 

ア 生涯研修・地域医療支援センター及

び地域医療学講座において、全学的な

地域医療支援のあり方や具体的な事

業計画の検討を進める。 

２３年度より和歌山県か

らの委託を受けて、地域医

療支援センターを設置し、

県民医療枠及び地域医療枠

の卒後のキャリア形成支援

を通じて地域医療支援を実

施することとした。 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 地域医療支援センターの設置

を評価する。 

(１ )－

５ 

「都道府県がん診療連携

拠点病院」の指定を目指し、

がん診療の支援を行う医師

の派遣に取り組み、地域医

療機関との連携を図る。 

県がん診療連携拠点病院として、相談

支援センター業務を行い、地域医療機関

等との連携を行うとともに、県内医療従

事者を対象に研修を実施する。 

・がん診療連携協議会 

緩和ケア研修会をはじめ

とする各種研修会・講演会

を開催した。また、２２年

に作成した５大がんの地域

連携パスの本格運用が始ま

った。これにより当院のみ

ならず本県全体のがん診療

の充実に資することができ

た。 

緩和ケア研修会受講者数

（修了者）：８回 ９２名            

（２２年度:７回:１０８名） 

研修会・講演会参加者数

３回：２００名      

（２２年度:４回:３００名） 

地域連携パス（大腸、胃、

Ⅲ Ⅲ Ⅳ がん診療連携の実施を評価す

る。 
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肝臓、肺、乳）：９１件 

・がん相談支援センター 

相談件数：２,４４０件 

（２２年度:２,３８５件） 

(２ )－

２ 

寄附講座、受託研究、企

業との共同研究を拡大す

る。         （再掲） 

寄附講座、受託研究、企業との共同研

究を拡大する。（再掲） 

寄附講座「運動機能障害

研究開発講座」を新規開設

した。受託研究、共同研究

も昨年度よりやや増加し

た。 

寄附講座：８講座１研究所 

（２２年度８講座１研究

所） 

受託研究：４３件 

（２２年度 ３３件） 

共同研究：１５件 

（２２年度 １０件） 

（継続分含む） 

（P.１４ ｲ (ｲ) 再掲） 

 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 受託研究・共同研究の増加を

評価する。 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

 

 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

(1) －

３ 

円滑な大学運営に必要な

情報収集機能を高め、教員

と事務職員が一体化して大

学運営に積極的に取り組ん

でいく体制を確立する。 

ア 企画戦略機構による戦略的な大学

運営を進める。 

23 年６月に開催した企

画戦略機構において、紀北

分院の経営改善に関する検

討を行った。 

 

 

 

Ⅲ Ⅲ Ⅱ 紀北分院の経営改善に関する

「検討」を行っただけでは、

戦略的な大学運営を進めたこ

とにならない。全学レベルの

戦略を示す必要がある。 

 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

 

 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

(1) 理事会、教育研究審議会

及び各教授会が有機的に連

携し、教育研究全体の活性

化につながるよう組織体制

を再編する。 

企画戦略機構による戦略的な大学運

営を進める。 

（P28(1)-3 ｱ 再掲） 

23 年６月に開催した企

画戦略機構において、紀北

分院の経営改善に関する検

討を行った。 

（P.28 (1)-3 ｱ 再掲） 

 

Ⅲ Ⅲ Ⅰ 「紀北分院の経営改善の検

討」は、教育研究の活性化と

いう中期計画項目の趣旨と全

く関係がない。 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

 

 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

(１) 経営状況や管理的経費を

分析し、管理的経費の年間

１％削減を目指す。また、

適正な業務実績の評価に基

づき、人や資金を効率的に

配分し、学内の資源を有効

に活用する。 

ア 経営状況を分析して資金の有効活

用を行うとともに、経営改善に向けた

取組を行う。 

 

月次決算を作成し、病院

の経営状況とともに理事会

に報告した。また、大学全

体の経営状況を専門的に所

管する部署として「法人経

営室」を設置することとし

た。 

Ⅲ Ⅲ Ⅱ 中期計画は「管理的経費の年

間１%削減を目指す」である

が，平成２３年度の一般管理

費は対前年比１.４２，過去５

年間平均比１.１２であり，目

標から相当の差がある。 
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第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並び

に当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置 

 

 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

(１ )－

１ 

広報誌、ホームページ等の

点検や見直しを行うなど、県

民等にわかりやすい広報のあ

り方を検討するとともに、学

内外へ積極的に情報を提供す

る。 

ホームページの充実を図り、積極

的な情報提供を行う。 

ホームページを頻回更新

し、積極的な情報提供を行

った。 

ホームページ更新回数： 

４８１回 

病院広報誌について、患

者向けの「まんだらげ」及

び地域医療機関向けの「病

院だより」を発行し、病院

の情報提供に努めた。 

「まんだらげ」年４回発行

（各４,０００部） 

「病院だより」年２回発行

（各２,０００部） 

Ⅲ Ⅲ Ⅳ 病院広報誌の発行につ

いて評価する。 
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第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置 

３ 基本的人権の尊重に関する目標を達成するための措置 

 

 

中期計画 年度計画 実施状況等 最終評価 
法人 

自己評価 

委員の 

異なる評価 
委員の異なる評価理由 

(３) 来院者、入院患者の人権相

談等に対応できる窓口を設置

する。 

ア 附属病院本院では、医事受付窓

口にて、患者から各種の相談に対

応する。 

          <附属病院> 

患者からの医療相談や職

員の対応等への苦情等に対

し、医事相談員、医療福祉

相談員及び医事管理班で連

携を図り、対応した。 

 

Ⅲ Ⅲ Ⅱ 患者の人権相談につい

ての実施状況の記載が

ない。 

 


